
日時 平成２５年２月８日(金)　午後３時３０分
場所 米子市役所本庁舎４０１会議室
出席者 委　員　　竹下靖彦（会長代理）　西村正男　奥田正雄  中村富士子

事務局　　入札契約課　奥谷課長　宮松課長補佐　山浦主幹
工事所管課　　水道局　計画整備課　施設課　環境事業課　文化課
　　　　　　　建築住宅課　維持管理課　土木課　農林課

議題 平成２４年度上半期の入札契約の運用状況について審議

議事内容
〔午後３時３０分開始〕
事務局 　では、定刻になりましたので、審議会を開催させていただきたいと思いま

す。
　本日の委員の方々のご参加の状況につきまして報告させていただきます。田
原委員様は、風邪のため急遽欠席というご連絡を今朝いただきました。また、
松原会長様でございますが、本日、米子市ではご覧のように雪でありますが、
鳥取市では、さらなる積雪があり交通事情が非常に悪くなっており、松原会長
様が午前中の御用を終えられてから米子市に来られることは困難でございま
す。
　つきましては、本日の審議会は、竹下会長代理様の司会進行でお願いしたい
と思います。（竹下会長代理が司会席に移動）
　なお、本日の会議資料につきまして、いつものように事前に郵送させていた
だいておりましたが、一部訂正がありましたので、その部分を差し替えという
ことで配布させていただきます。
　さらに、本日の審議案件として、クリーンセンター関係が竹下委員より抽出
されておりましたが、その際のご理解を進めるために参考資料として、クリー
ンセンター設備の図面資料も参考として配布させていただきます。
　では、恐れいりますが、この後の司会につきましては、竹下会長代理の方で
お願いいたしたいと思います。

竹下会長代理 　では、これより会の審議を始めさせていただきます。
　本日は、開催が遅い時間ではありますが、審議案件も少ないようですので、
１７時までには終了したいと考えておりますので、ご協力をお願いいたしま
す。
　本日の議事予定にある順で進行したいと思います。はじめに、平成２４年度
上半期の発注状況、そして運用状況について、そして最後にその他ということ
ですが、この最後のその他について、事務局としてはなにか予定があります
か？

事務局 　この項目については、制度改正も特になかったことから、このたびは予定し
ておりません。

竹下会長代理 　事務局からはないということですが、委員の方からはなにかありますか？
　ないようですので、では、はじめに平成２４年度上半期の発注状況につい
て、事務局から報告をお願いいたします。

事務局 　では、報告させていただきます。
　配布させていただいた資料の１ページ目に種類別統計結果を載せております
が、過去との比較で説明をしますので２ページ目をご覧いただきながら聞いて
いただきたいと思います。
　工事入札については、上半期では１０４件実施いたしまして、平均落札率が
９１．７％です。これは、前年度下半期９３．２％よりは低下しております。
　この低下した要因でありますが、推察されるものとして、元々、前年度下半
期の９３．２％というのは例年よりも高いものでした。これは、前回の審議会
でも報告させていただきましたが、台風１２号の被害箇所の復旧工事が、地元
業者数に比して一時期に大量発注され、入札しても参加者がいない又は少ない
という状況の中、入札としての競争性が例年よりは低下したのが原因と思って
おります。今回、そのようなある意味特別の事情のある時期を過ぎたもので、
例年の競争性が高い状況に戻り、落札率が低下したものではないかと考えてお
ります。
　工事の随意契約分については、９５．７％が９４．８％に低下しております
が、随意契約案件というものが、特定の業者しかできない案件ということから
も、一般的に上がり下がりの要因がこれと決め付けることができず、数字の報
告だけとさせていただきます。
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　次に、委託契約についてですが、入札分について６０件で平均落札率が、９
３．３％から９４．２％に若干上がり、随意契約分については、２３件で平均
落札率が９５．７％が９５．１％に若干下がっております。これらの変動につ
いては、若干ということもあり、特段に説明できる要因はないものでありま
す。
　以上が、発注状況の概要についての説明であります。

竹下会長代理 　では、今の事務局からの報告について、委員の皆さんからのご質問がありま
すでしょうか？
　特にないようですので、私から質問をさせてもらいますが、今の落札率の説
明では、単純落札率のもので、表にある加重平均落札率（金額ベースでの平均
落札率）では、今回は９３．２％になっており、これは過去最高のものになっ
ている。これについての分析はされているのか？

事務局 　この点については、最低制限価格の設定ラインが９０％程度のものにしたこ
とによる上昇と理解しています。

竹下会長代理 　では、次に委員の皆さんから個別に抽出していただいた案件について、審議
していきたいと思います。

西村委員 　№３「大篠津皆生幹線その１６工事」についてですが、これは予定価格が約
２億９千万円という高額案件であるが、結局はくじ引きで落札者が決定となっ
ている。この理由は？

竹下会長代理 　私も、この案件を抽出させてもらいましたが、入札した１９社が全くの同額
ということになっている。本当にこんなことは可能なのだろうかという思いを
いつも持っている。まず、この金額は端数というものはあるんでしょうか？端
数があれば、そこまで同額ということはないですよね。

事務局 　くじ引きになった理由の説明の前に、端数についてですが、このお尋ねの端
数というのは入札金額についてのことと思ってよろしいでしょうか？（そうで
ある、と回答）
　入札金額については、特に決まりがないため、１円単位で記入されても無効
扱いとはしておりませんが、予定価格の基になる設計金額は、税抜き時点で千
円単位で設定しますし、入札金額は税抜価格を記入してもらうことになってい
ることから、通例、入札書に書かれる金額は、千円単位のものがほとんどで
す。
　次に、その入札金額についてなぜ同額のものが出てくるのかということにつ
いての説明をさせていただきます。
　これまでのこの審議会で説明させていただいたことと重複すると思います
が、土木工事については、積算体系や経費率など設計内容については、かなり
くわしく公表されております。また、以前にも配布させていただきましたもの
で、改めて今資料配布させていただきますが、積算方法というものは一定の
ルールがあり、その資料をご覧いただくと、直接工事に諸経費を上乗せしてい
くことが基本となっております。
　そして、米子市の工事入札においては、予定価格及び最低制限計算式は事前
公表をしていることからも、積算能力の高い業者の場合には、逆算計算をして
最低制限価格ラインの推察が可能であります。
　そのため、土木工事のように公共工事が減少していく中で、受注しようと思
えば、失格しないレベルでの低入札、すなわち最低制限価格ラインと同額での
入札金額にどうしても集中してしまう傾向があります。
　なお、最低制限価格ラインに集中すると申し上げましたが、いつも同額とい
うことでなく、時には千円違いとか千円単位での相違が出てる入札金額もあり
ます。
　これは、逆算計算は可能と言いましても、諸経費率は、コンマ何％で設定さ
れていることから、設計途中の端数処理が読みきれないこともあるもので、そ
の結果、最低制限価格を千円下回って失格ということも珍しいことではありま
せん。また、直接工事費の中には、諸経費対象としない物件が含まれるケース
もあり、そのような場合にも逆算計算が出来ず、最低制限価格が推察しにくい
という場合もあります。
　そういうことから、積算能力が高い業者の場合、最低制限価格と同額となり
やすく、今回のこの工事は、地元業者と全国エリアの業者とのＪＶ案件で、積
算能力は高い参加者であったことから、このようなことも生じたと推察してお
ります。
　なお、今回の入札は、結果として最低制限価格ラインの千円上のところでの
全社同額でしたが、これは先ほどお話したように推察したラインでも千円違い
の可能性は絶えずあることから、失格する可能性をなくすため、安全策を採っ
たとも言えると思っております。
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　参考のために、このときの入札会の雰囲気を説明させていただくと、当日
は、入札書は郵送されてきており、それを読み上げる前に、最低制限価格をそ
の場で公表しております。今回は、２億５７９９万１０００円でしたが、入札
された方は、全員自社がそれより千円高いということを当然理解している中、
最低制限価格ラインどんぴしゃの会社がいれば落札できないなぁという気持ち
で、ずっと読み上げられる入札金額を聞いておられたと思います。最後の１９
社目を読み上げたときは、会場中から、「ウォ～」とか安堵感の声が一斉にあ
がり、いつもと違う雰囲気のものであったことを、よく覚えております。
　それから、この同額での入札金額があった場合には、よく談合がされていた
のではないかというご質問を受けることがあります。この点については、談合
できるような状況であれば、もっと利潤の出るような金額で調整されるのが自
然であり、このような最低制限価格ラインでの価格提示はしないものと考えて
おります。

西村委員 　今の説明では、最低制限価格ラインの推察がしやすいからということである
が、それは全部の工事について言えると思う。しかしながら、全部がくじ引き
ということではない。なぜこの工事がくじ引きであったのかということが疑問
で抽出したものであるが、その点についてはどう考えるのか？

事務局 　たしかにご指摘のとおり全ての工事についてくじ引きという現象が発生して
いるものではありません。
　ただ、今回の工事が土木工事であったということが最も大きな要因であると
考えております。建物の建築工事については、耐震工事とかを始め民間工事が
まだまだある状況ですが、下水道工事のように土木工事は公共工事として発注
され、その発注件数は全国的にも減少方向であり、受注競争というものは年々
激しくなってきていることが背景にあると思っております。

西村委員 　私としては、１社でも下回っているなら理解できるが、全社同額というのは
どうかと考えるが・・・。

竹下会長代理 　私も長い間この審議委員をさせてもらっているが、１９社もの数の会社が高
額案件で全く同額だという例は覚えがない。市民目線からするとどうかと思わ
れる。
　この案件は公募型での入札だが、これも指名？希望者全員が指名？

事務局 　公募型指名競争入札という名称にしているが、実態としては、入札参加条件
を満たしているか審査して満たしていれば全員を指名しています。

竹下会長代理 　この案件については、異質な感じもするので、時間をかけてでも審議したい
と思いますが・・・

奥田委員 　ひとつ聞いていいですか？
　さっきの説明で、積算を各業者をするということで、その積算ソフトという
のは、数字を入れると逆算計算して、最低制限価格というのが算出できるもの
なんでしょうか？

事務局 　この積算ソフトについては、各メーカーごとで特性があると聞いています。
積算ソフトですから、当然のことながら、ひとつひとつの必要経費を積み上げ
て工事費用を算出する機能はありますが、最近では、逆算計算機能を売り物に
したものもあるようです。
　そのためか、入札結果で最低制限価格を下回って失格者がでたような案件に
ついては、その積算内容について、情報公開請求が市に出されてくる事例がい
くつかあります。推測ではありますが、このようにして逆算計算機能の精度を
上げようとしておられるのではないかと思います。

奥田委員 　その積算ソフトについてですが、似たりよったりの金額が出てくるというの
は、どのように積算したらとか操作などの講習はあるんでしょうか？

事務局 　各メーカーがどのように対応しているかは承知しておりませんが、少なくと
も、市の方からわざわざ積算方法を講習するということはしておりません。
　本来、市としても、採算が取れるかどうか分からない最低制限価格ラインで
の価格競争に誘導するということではなく、各社が適正な利益も含めた積算結
果による価格競争が、適正な入札と理解しておりますので、最低制限価格ライ
ンを積極的に算出することを助長することはしておりません。

竹下会長代理 　今の話しで各社はパソコンで積算をしているはずなのに、私としては、毎
回、言っておりますが、今回も工事内訳書について、いまだに手書きで出して
きているところがあり、これは不自然だと改めて申し上げたい。
　特に、手書きでしか出せれない会社もあるかもしれないが、同じ会社であり
ながら、ある入札案件は手書き、ある案件ではパソコンという形で混在してい
る事例もある。
　私としては、もうそろそろこの件については審議会答申として、手書き禁止
を提案を次回ぐらいに提案してみてもいいと考えている。
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竹下会長代理 　それでは、次の案件に移りたいと思いますが、№５「両三柳枝線その３０工
事」についてです。これは、私が抽出したものですが、この入札調書では、失
格者の他に辞退者もいることが分かる。しかしながら、抽出案件を探すときの
元々の一覧表には失格者のみで辞退者がいるかどうか分からないものになっい
てる。そのため、次回からは辞退者が何人いた案件か分かるように表を作成し
てくれることを要望します。
　ところで、この№５の落札率は９０．４％だが、私が予定価格と入札金額で
計算すると別の数字になるが、予定価格とは税込み金額？

事務局 　予定価格は税込価格ですが、入札金額は税抜きです。そのため、税抜き同士
で計算していただくと落札率が出ます。

竹下会長代理 　次に、№２２「内浜処理場２号脱水機機械設備改築工事」で、これも私が抽
出したものです。
　これも、大手なのに工事内訳書が手書きで出されているものです。この点を
指摘しておきたいと思います。
　次に、№２３「皆生処理場１系水処理電気設備改築工事」です。
　これは、高額案件なのに、入札参加者がなぜ１社しかなかったのか聞きたい
と思います。

事務局 　この案件についてですが、工事内容として、元々ある電気設備の監視制御装
置の追加工事のものです。そのため、元々設置してある電気設備との整合性が
問われることになり、その点で既設設備メーカーの東芝しか参加しなかったも
のと考えております。
　なお、工事内容として、では東芝以外にできないかと言われると、他社でも
東芝に技術指導料とかを支払えば理論上受注可能ということから入札にしたも
ので、一昔前でしたら随意契約案件として発注したケースですが、門戸をひろ
げ入札という形式を採った上での結果と理解しております。

竹下会長代理 　次に№３４～３７はクリーンセンターに関係した案件です。
　クリーンセンターの問題がよく分かるように担当の方にお願いして、どこの
部分を改修したのか、特にバグフィルターの場所がどこなのか分かるように配
置図面を用意してもらいましたので参考として見ていただきたいと思います。
　これらは随意契約でしていて、従前、予定価格との比較で高い率で契約をし
ているものです。ただ、今回は福島製作所との契約のクレーンバケット整備工
事については、９０％を切る形になってはいるようですが。いつも高いから安
くしてくれたかどうかは分かりませんが。
　しかしながら、今回の資料では、どこの部分が修繕対象なのか「一式」と
なっているので分からないものになっている。前回は、具体的に分かる形で資
料を用意してもらったのに、これでは内訳が分からず分析ができない。

事務局 　すみませんが、今回のクリーンセンターについては何件かの案件を抽出して
いただいてますが、今、ご指摘の件はどの工事についてでしょうか？

竹下会長代理 　今回は、バグフィルター関係とかクレーン関係、バケット関係とか抽出した
が、どれも工事内訳書には一式と記載されている部分がある。前回とかでは、
この内容がもっと詳しく分かる資料で特記仕様書とか材料内訳書とかを用意し
てもらったが、今回の書き方では前回との比較ができないということである。

事務局 　前回の用意させていただいた資料についてですが、その前の審議会で次の会
議には用意すべきものとして具体的に挙げられていたものを配布させていただ
いた結果のものでした。
　今回は、そのようなご指摘がなかったことから、事務局としては、前回限り
のご要望かと思ってしまい、用意をしなかったものです。本日は申し訳ありま
せんが、この会場に資料を用意しておりませんので、配布ができませんが、別
に隠すつもりもありませんので、また後日用意をしたいと思います。

竹下会長代理 　またよろしくお願いします。
　では、次に行きたいと思います。

中村委員 　№５３「福生東小学校屋内運動場改築建築主体工事」、№５４「福米中学校
校舎増築建築主体工事」、№５５「箕蚊屋小学校屋内運動場改築建築主体工
事」、№７６「市立図書館、市美術館整備事業建築主体工事」についてです。
　これらは、共通したような工事ですが、入札参加者として、４グループ（Ｊ
Ｖ）しかできないものなんでしょうか？１グループ（ＪＶ）が２つの工事を落
札してしまった場合、一度にできるものなんでしょうか？自分たちで振り分け
てしまうようなこともあるんじゃないのでしょうか？
　なお、№７６だけは３グループになっていますが・・

事務局 　まず、建築工事でのＪＶの組み方について先に説明させていただきます。
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　市としては、工事の発注金額に応じて、単独企業にするとか、２社ＪＶにす
る又は３社ＪＶにする、その際にはＡ級業者が条件とかの入札参加条件につい
ては事前に設定しております。口だけでの説明では分かりづらいものですか
ら、今からその条件表を配布させていただきます。
　では、その資料をご覧いただきたいと思いますが、２億円までの工事は単独
企業を対象とし、２億から４億円までなら市内Ａ級又はＢ級による２社による
ＪＶ、４億円以上なら３社によるＪＶというような形で入札参加者を募るよう
にしております。
　従いまして、今回の案件について、№５３、５４、５５は２社のＪＶ、№７
６は３社のＪＶということになりました。
　現在、米子市にはＡ級業者が１２社あり、ＪＶの代表者はＡ級であることと
条件づけをしております。その上で、制度としては代表者以外の構成員はＢ級
業者の方も有資格者としておりますが、現実問題として、Ａ級の方がパート
ナーを組もうとされるのは、別にＢ級の方を悪く言う意味ではありませんが、
自分と同等の能力・実績のあるところを相手方とされる傾向が強いことから、
実質Ａ級同士でのＪＶ構成となります。
　そのため、Ａ級が１２社しかない中、理論上、２社ＪＶ案件でしたら６Ｊ
Ｖ、３社ＪＶ案件なら４ＪＶが参加者数の上限となります。もちろん、これは
理論上のことで、各Ａ級業者の立場として、他の工事受注状況により、今回の
市工事に技術者を配置できる余裕がない場合には参加を見合わせることから、
今回のような参加ＪＶ数になることがよくあります。
　なお、技術者配置の余裕ということで申し上げましたが、№７６の図書館・
美術館の工事の入札説明書の入札参加条件表で参考例を説明させていただきま
すが、配置すべき専任技術者の方は、監理技術者証を保有し、今回の工事対象
面積の半分程度以上の規模の建物工事施工実績のある方とかの条件を設定して
おります。しかし、これだけの条件を満たす技術者の方は、当然、他の民間工
事又は国、県の工事にも従事できるだけの能力のある方なので、入札発注時点
で、既に他の工事に就いている又は就く予定とか、各企業の経営上の考えの上
で判断されるようです。
　その上で、１つのＪＶが複数工事を落札すると施工が難しくなるから、中で
話し合い、つまり談合がされているのではないかというご懸念ではなかったか
と思いますが、この点については、談合というのが、業者内部での隠されて行
われることなので、市として確証がつかめていない時点では、談合があったと
はっきりお答えができないものでありますので、ご了承ください。

中村委員 　よろしいでしょうか。この№５３、５４、５５は入札が１０分刻みで執行さ
れていますが、同じ業者が２つ落札したとしても、それは施工できると考えて
おられるのでしょうか？

事務局 　大型工事案件ですので、別々の日に順次入札執行するというのも方法かもし
れませんが、この大型工事案件は同時に議会の議決案件でもあることから、議
決予定日から逆算して入札をする必要があることから、別々にする時間的余裕
がないといのが現実です。
　その上で、もし複数件工事を一度に落札した場合どうするのかということの
ご質問ですが、入札参加者ができるというなら任せるというのが基本的な考え
方です。
　ただし、技術者の保有状況で１つの工事しか受注できないことが初めからわ
かっている業者の方もおられます。このような場合、どれか１つの入札に的を
絞って参加してもらうのも方法ですが、それが落札できるかどうか分かりませ
んので、一応、３本の入札案件全部に参加したい、その上でその内の１件だけ
落札できたら、残りの入札は辞退するということができるように運用しており
ます。
　これは、重複技術者配置予定届として、事前に入札参加希望をされた時に市
に申し出てもらえば、そのような形、すなわち１本落札したら、次の入札は申
し込んでいても辞退扱いにするという形、今回の場合は郵便入札で既に入札書
は郵送されてきていますが、それは開封しないままで、以後の入札を進行させ
るようにしております。

竹下会長代理 　入札し落札した後に辞退することはだめなのか？
事務局 　落札後に辞退するということは、その入札について結果として落札者を決定

できないことになりますので、入札妨害扱いとして指名停止などのペナルティ
があります。

中村委員 　今のやり方は一般的ですか？
事務局 　一般的かというと全てがしているかわかりませんが、県も同様な措置がある

と聞いています。
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中村委員 　入札率として高くなると考えておられますか？
事務局 　今回のように同日に３件ある場合、どれか１件だけの参加申込みを決めても

らうより、ひとまず３件とも参加申込みできるようにしておく方が競争性が高
くなりますし、参加者側にとって受注の機会が拡がるものと考えています。

竹下会長代理 　本日は、松原会長はご欠席ですが、松原会長が抽出された数件の案件を見る
と、失格者がなぜ多いのかということでの案件のものではないかと推察される
と思います。
　本当に受注したいのであれば失格者がそんに出ないはずなのに、中には８社
のうち２社しか残らない、他は失格者というような案件もある。この点につい
て、事務局はどう考えているのか？

事務局 　この点については、今回の案件を見ていただきたいと思いますが、例えば、
№５８「福米中学校校舎増築電気設備工事」の入札結果ですが、最低制限価格
ラインが２８２２万８千円ですが、失格したものはそれを数千円程度下回って
の失格扱いとなったものです。これは、他の案件でも言えますが、最低制限価
格ラインを読み解くにあたり、読みきれずにそれが数千円の違いとなり、結果
として失格となったもので、これもやはり受注をまずしたいという激しい競争
性から来たものと考えております。

竹下会長代理 　では、次の行きたいと思いますが、西村委員の抽出された№８６「埋蔵文化
財センターグランド災害復旧工事」についてはどうでしょうか？

西村委員 　この案件については、さきほど論議したものと同様でなぜくじ引きとなった
のかという思いで抽出したもので、結構です。

竹下会長代理 　それでは、次に移ってよろしいですか。
　私の方からの要望ですが、さきほどもお話しましたが、入札に当って失格者
の数が分かるように一覧表が作成してあるが、辞退者の数も分かるように次か
ら資料作成をしていただきたい。なぜ辞退者が多い案件なのか審議できるよう
にしてほしい。

事務局 　ご要望のような辞退者の数が分かるような形での資料を作成したいと思いま
す。
　ただ申し訳ありませんが、次の審議会からというお話でしたが、次の次の審
議会からの資料にさせてもらえないでしょうか？と言いますのも、次の審議会
案件は平成２４年度下半期が対象となりますが、統計を取る上でのパソコン処
理が今はそのような形には対応しておらず、手作業で全てすることになりま
す。次の次の案件は、ちょうど年度替りとなり、システムを変更して統計がと
れるようにしたいと思います。

竹下会長代理 　よろしくお願いしたい。辞退者の数が分からないと、１社しか入札参加者が
いない事例が、辞退者が多数あっての結果なのか、はじめから１社なのか不明
で審議が充分にできない。

事務局 　ご要望に添うような形での資料提供は今後ともするつもりです。
竹下会長代理 　では、次に№１２６「平成２４年度市営五千石住宅既設建物除却工事」につ

いて審議します。
奥田委員 　この案件についても、最低制限価格を下回る失格者が多いのが気になった事

例ですが、どうでしょうか？
事務局 　これは内容的には解体工事です。この解体工事についての設計積算について

は、さきほど説明いたしました土木工事のようなその積算単価の多くが標準単
価として公表されているのとは異なり、その形状、地形等によりある意味オー
ダーメード的な性格が強く、全てが標準単価で積算できるものではありませ
ん。そのため、市としても参考見積を何社からか取り、そこから積算単価等を
算出していくことになっております。
　そのため、なぜそうなかったのか理由が読みきれないところがありますが、
独自積算をすることから各社にとっても算出金額がばらつきが出てきたものと
思われます。また、この解体工事については、下請に発注する部分も相当あ
り、いわゆる下請いじめとかで低い金額で積算される可能性もある事例で、そ
のため適正な価格維持のため最低制限価格を設定したものです。

竹下会長代理 　今の事務局の回答は必ずしも適当な回答とは思えない。今の話として下請い
じめの防止効果があるような説明であったが、今回の入札で各社が出した工事
内訳書を見ると、処分場を持っていない入札者が残土処分費とか移送費とかを
計上するが、今回の落札したところは、それらの経費が安く抑えられている現
状がある。結局、これらは下請けに対して負担を強いていることにならない
か。
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事務局 　すみませんでした。私の先ほどの説明は、最低制限価格制度の意義としての
一般論のものでした。今、ご指摘いただいたように今回の工事内訳書を見る
と、下請保護として機能しているかと言われると説明にはなっていなかったと
思います。
　今回のこの事例について、なぜこんなに多数が最低制限価格ラインを下回っ
たのかの改めての推察ですが、さきほどの説明の冒頭でも言いましたが、理由
が読みきれないというのが現実です。

竹下会長代理 　今回の工事内訳書を見ると、失格しないように最低制限価格ラインに近づけ
るため、一般管理費で調整しているようなんですね。この調整をしているよう
なことであれば、市民目線で見るなら、この最低制限価格があることで無駄な
経費を払っていると感じざるを得ないものと思うんですね。

西村委員 　その下請に発注する場合は、下請業者とは契約を結んでいるんでしょうか？
市としてはその下請契約については、報告させたり契約書を提出させるなどは
しているんでしょうか？

建築住宅課 　５００万円以上の下請発注をした場合には、下請報告書を市に提出してもら
うことで、市としてはその状況を把握することにしております。

西村委員 　その金額内訳についても把握はできるものですか？
建築住宅課 　はい。
竹下会長代理 　では、次の案件に進みたいと思います。
中村委員 　業務委託案件でのＧ１３、Ｇ１５などは、資料としては建築士関係の設計業

務のように思われ落札率も高いようですが、工事のように種別ごとの落札率は
分かりますか？

事務局 　すみません。測量、設計業務については、これまでもあまり件数が多くない
ことから単に業務委託として１本でまとめて落札率の統計を作っていました。

中村委員 　今回のように業務委託でも対象案件が多いことから、今後は統計はもっと細
分化したものに願いたいのですが。

事務局 　了解しました。測量とか建築士関係とか種別での統計表としてまとめていき
たいと思います。

竹下会長代理 　ところで、指名表に記載してある業者欄の「×」の意味をもう一度確認した
いのだが・・。

事務局 　これは、参加希望があった方でも、２割非指名制度により指名をしない業者
という意味です。
　この制度について改めて、№１２６「平成２４年度市営五千石住宅既設建物
除却工事」の指名表を参考に説明させていただくと、この入札では参加希望者
が基準数９に対して１５社が応募してきて応募者多数となったものです。
　そのため、過去の工事成績や受注実績などを点数化し、点数の低い方から申
込者数の２割、この場合は３社になりますが、この３社を指名から外すという
ことで×がついております。

竹下会長代理 　受注実績の欄がマイナスになっているのは、既に受注したことがあるという
こと？

事務局 　そのとおりです。４０点を持ち点として、受注金額に応じてマイナスになる
ので、４０点のところはまだ受注したことがない会社です。
　ちなみに、この受注実績というのは会社全体としてでなくその工種でのもの
です。大きな会社になると、建築も土木も電気も工事資格を持っていますが、
あくまでも、そのときの入札に該当する工種のものだけ計算します。

竹下会長代理 　そろそろ時間が迫ってきましたが、何かありますでしょうか？要望的なもの
でもけっこうですが。

中村委員 　建築関係の設計業務での入札は金額だけのことですか？内訳書とかは？
事務局 　設計業務の入札は金額記載のみです。以前は、工事もそのようにしておりま

したが、談合事件とか入札金額だけの辻褄合わせ的なものに対応するため、工
事内訳書を添付するようになったものです。

西村委員 　今回の資料では、ホッチキスのとめる位置が悪く文字が隠れてしまっている
ところがあるので、注意してほしい。

事務局 　すみませんでした。次からは気をつけます。
奥田委員 　入札において、入札書の各欄などの審査はしているんですか？
事務局 　現時点では、入札金額の読み上げ、つまり総額だけの確認しかしておりませ

ん。もし、談合情報等があれば、工事内訳書も審査することがありますが、現
実的には、全ての入札において、細かく審査する余裕がないというのが実情で
す。

竹下会長代理 　私としては、これまでも要望してきたことを再度申し上げたいと思います。
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　まず辞退者数が分かるように別枠で集計してほしいということ。次に入札書
の手書きは禁止すべきであること。次に辞退理由については辞退届に記入させ
るようにしてほしい。最後に、そろそろ２割非指名は不要とし全員を参加させ
れば良いのではないかという意見を持っています。
　では、以上で本日の審議を終了させていだきます。

〔午後５時終了〕
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